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平成２７年１１月１０日 

 

 総務大臣 

 山本 早苗 殿 

 

情報通信行政・郵政行政審議会          

会長 多賀谷 一照         

 

 

答  申  書 

 

 平成２７年９月２９日付け諮問第３０７５号をもって諮問された事案につい

て、審議の結果、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 本件、事業用電気通信設備規則の一部改正については、諮問のとおり改正

することが適当であると認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとお

りである。 

 

印 

（案） 
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事
業

用
電

気
通

信
設

備
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
案

等
に

対
し

て
提

出
さ

れ
た

御
意

見
及

び
御

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

 意
見

募
集

期
間

：
平

成
2
7

年
９

月
3
0

日
（
水

）
か

ら
同

年
1
0

月
2
9

日
（
木

）
ま

で
 

提
出

さ
れ

た
御

意
見

の
件

数
：
２

件
 

 
意

見
提

出
者

 
代

表
者

氏
名

等
 

１
 

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

株
式

会
社

 
代

表
取

締
役

社
長

兼
C

E
O

 
宮

内
 

謙
 

２
 

個
人

 
－

 
－

 

別
 

添
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提
出
さ
れ
た
御
意

見
 

考
え
方

 
 
0
A
B
-
J
 
I
P
電
話
の
品
質
要
件
見
直
し
に
つ
い
て
長
ら
く
ご
議
論
の
上
、
整
理
い
た
だ
き
、

関
係

規
定
の
整
備
等
い
た
だ
い
て
い
ま
す
こ
と
に
つ
い
て
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

 
今

回
の

0
A
B
-
J
 
I
P
電

話
の

品
質

要
件

の
見

直
し

に
つ

い
て

は
、

0
A
B
-
J
 
I
P
電

話
の

利
用

拡
大

や
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
に
資
す
る
と
考
え
て
お
り
、
本
意
見
募
集
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
省

令
案
及
び
告
示
案
に
賛
同
い
た
し
ま
す
。
 

 
一

方
で

、
0
A
B
-
J
 I
P
電
話
に
つ
い
て
、
優
先
制
御
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
を
必
須
条
件
と
し
て

い
る
利
用
者
も
多
数
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
 
「
サ
ー
ビ
ス
卸
」
を
メ
イ
ン
と
し
て

N
G
N
の

需
要
が
急
速
に
拡
大
す
る
中
、
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
も
、
N
G
N
上
で
優
先
制

御
機
能
が
利
用
で
き
る
よ
う
引
き
続
き
対
応
を
進
め
て
い
く
所
存
で
す
。
 

【
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
】

 
本
改
正
案
に
賛
同
さ
れ
る
御
意
見
と
し
て
承
り
ま
す
。
 

■
事

業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
改
正
に
つ
い
て
 

 
設

備
基
準
に
つ
い
て
法
令
で
定
め
、
安
定
性
確
保

の
義
務
に
つ
い
て
そ
の
責
任
を
よ
り
明

確
化

す
る
様
な
今
回
の
改
正
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
 

■
昭

和
六

十
年

郵
政

省
告

示
第

二
百

二
十

八
号

(
事

業
用

電
気

通
信

設
備

規
則

の
細

目
を

定

め
る
件
)
の
改
正
に
つ
い
て
 

 
こ

れ
に
つ
い
て
、
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
を
現
状
の

5
倍
（

6
条
一
に
お
い
て
○
・
一
→
○
・

五
、
二
に
お
い
て
○
・
○
五
→
○
・
二
五
）
と
す
る
改
正
に
つ
い
て
は
望
ま
し
く
な
い
も
の

と
考

え
る
。
 

 
何

故
な
ら
こ
こ
で
品
質
の
悪
化
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
据
え
置
き
で
良

い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
 

■
昭

和
六

十
年

郵
政

省
告

示
第

二
百

二
十

八
号

(
事

業
用

電
気

通
信

設
備

規
則

の
細

目
を

定

め
る
件
)
 

 
第

七
条
（
安
定
品
質
）
に
つ
い
て
、
こ
の
新
設
を
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
 

安
定

品
質

に
つ

い
て

法
令

と
し

て
定

め
る

事
で

事
業

者
に

そ
の

対
応

を
求

め
る

事
は

品

質
の

安
定
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
 

【
個
人
】

 
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
に
関
す
る
御
意
見
に
つ
い
て
は
、
平
成

2
7
年
９
月
８
日
付
け
情
報
通
信

審
議
会
答
申
（
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

I
P
化
に
対
応
し
た
電
気
通
信
設
備
に
係
る
技
術
的
条
件

」

の
う
ち
「
0
A
B
-
J
 I
P
電
話
の
品
質
要
件
等
」）

の
と
お
り
、「

0
A
B
-
J
 I
P
電

話
の

品
質

要
件

の

在
り

方
に
関
す
る
研

究
会
」
に
お

い
て
実
施
さ

れ
た
音
声
評

価
実
験
の
結

果
等
か
ら
、

改
正

案
に

よ
る

パ
ケ

ッ
ト

損
失

率
の

基
準

値
の

緩
和

後
も

、
引

き
続

き
0
A
B
-
J
 I
P
電
話
に
求
め
ら

れ
て
い
る
水
準
の
品
質
を
確
保
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
 

 
そ
の
他
の
御
意
見
に
つ
い
て
は
、
本
改
正
案
に
賛
同
さ
れ
る
御
意
見
と
し
て
承
り
ま
す
。
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事業用電気通信設備規則の一部改正について 

 

Ⅰ 背景  

  0AB-J IP 電話の品質要件については、直近の見直しから７年以上の期間が

経過しており、これまでの関連技術の進展動向や利用者ニーズの多様化等の

環境変化を踏まえた品質要件の検討が必要とされてきた。 

  このため、総務省では、平成 25 年 12 月から、「0AB-J IP 電話の品質要件の

在り方に関する研究会」を開催し、平成 26 年 12 月に報告書を取りまとめた。

当該報告書の提言を踏まえ、情報通信審議会において技術的条件の見直し等

に関する審議が行われ、平成 27 年９月８日付けで、「ネットワークの IP 化に

対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「0AB-J IP 電話の品質要件

等」について、一部答申を受けたところである。 

  本件は、当該一部答申を受け、0AB-J IP 電話の品質要件に係る規定の整備

を行うものである。 

 

Ⅱ 改正の概要  

  0AB-J IP 電話の安定品質要件に係る規定を明確化するため、事業用電気通

信設備規則の一部改正を行う。一部改正の概要は次のとおり。 

  ・0AB-J IP 電話の安定品質を確保するために必要な措置について、別に告

示する旨を規定する。 

 

Ⅲ 施行期日  

  改正することが適当と認められた後、速やかに制定の手続を行い、公布の

日から施行する。 

 

Ⅳ その他  

  情報通信審議会からの平成 27 年９月８日付け一部答申を受け、上記の事業

用電気通信設備規則の一部改正の他、昭和 60 年郵政省告示第 228 号（事業用

電気通信設備規則の細目を定める件）の一部改正を行う（諮問対象外）。一部

改正の概要は次のとおり。 

  ・総合品質に係る基準のうち、R値に係る規定を削除する。 

  ・ネットワーク品質に係る基準のうち、パケット損失率に係る基準値を緩

和する。 

  ・安定品質に関して、所要の安定性を確保するための具体的な対応として、 

次のいずれかの措置が必要である旨を規定する。 

   －音声パケットの優先制御を行う措置 
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   －音声とデータの帯域分離を行う措置 

   －上記のいずれの措置も講じられていない他の電気通信事業者の設備を

利用する場合に、通信品質を常時監視するとともに、品質低下を検知

した際には通信経路の迂回等所要の対策を迅速に行う措置 
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事
業

用
電

気
通

信
設

備
規

則
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

【
参

考
資

料
】
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（
１

）
総

合
品

質
に

係
る

規
定

・
【
諮

問
対

象
外

】
R

値
※

に
係

る
規

定
を

削
除

→
関
係
告
示
の
改
正

（
２

）
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
品

質
に

係
る

規
定

・
【
諮

問
対

象
外

】
パ

ケ
ッ

ト
損

失
率

に
係

る
規

定
を

緩
和

→
関
係
告
示
の
改
正

（
３

）
安

定
品

質
に

係
る

規
定

・
【
諮

問
対

象
】

安
定

性
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
告

示
で

定
め

る
旨

を
規

定
→
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
改
正

・
【
諮

問
対

象
外

】
上

記
の

規
定

を
受

け
、

次
の

い
ず

れ
か

の
措

置
が

必
要

で
あ

る
旨

を
具

体
的

に
規

定
→
関
係
告
示
の
改
正

－
音

声
パ

ケ
ッ

ト
の

優
先

制
御

を
行

う
措

置

－
音

声
と

デ
ー

タ
の

帯
域

分
離

を
行

う
措

置

－
上

記
の

措
置

の
他

に
、

安
定

性
を

確
保

可
能

な
措

置
※

0
A

B
-J

 I
P

電
話

の
品

質
要

件
に

係
る

規
定

の
整

備
～

経
緯

と
概

要
～

今
回

の
規

定
整

備
の

概
要


0
A

B
-
J

IP
電

話
の

品
質

要
件

に
つ

い
て

は
、

直
近

の
見

直
し

か
ら

７
年

以
上

の
期

間
が

経
過

。
関

連
技

術
の

進
展

動
向

や
利

用
者

ニ
ー

ズ
の

多
様

化
等

の
環

境
変

化
を

踏
ま

え
、

品
質

要
件

の
適

正
化

に
係

る
検

討
が

必
要

と
さ

れ
て

き
た

と
こ

ろ
。


総

務
省

で
は

、
平

成
2
5
年

1
2
月

か
ら

「0
A
B

-J
IP

電
話

の
品

質
要

件
の

在
り

方
に

関
す

る
研

究
会

」を
開

催
し

て
検

討
を

行
い

、
平

成
2
6
年

1
2
月

に
報

告
書

を
と

り
ま

と
め

。


当

該
報

告
書

の
提

言
を

踏
ま

え
、

本
年

４
月

よ
り

、
情

報
通

信
審

議
会

に
お

い
て

技
術

的
条

件
の

見
直

し
等

に
関

す
る

審
議

が
行

わ
れ

、
平

成
2
7
年

９
月

８
日

付
け

で
「
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

IP
化

に
対

応
し

た
電

気
通

信
設

備
に

係
る

技
術

的
条

件
」
の

う
ち

「
0
A

B
-
J

IP
電

話
の

品
質

要
件

等
」
に

つ
い

て
一

部
答

申
を

受
け

た
。

7

情
報

通
信

審
議

会
か

ら
の

一
部

答
申

（
平

成
2
7
年

９
月

８
日

付
け

）
を

踏
ま

え
、

次
の

と
お

り
所

要
の

規
定

の
整

備
を

行
う

も
の

。

こ
れ

ま
で

の
経

緯

※
音

声
パ
ケ
ッ
ト
の
優

先
制

御
、
音

声
と
デ

ー
タ
の
帯

域
分

離
の
い
ず

れ
の
措

置
も
講

じ
ら
れ
な
い

場
合

に
あ
っ
て
、
通

信
品

質
を
常

時
監

視
す

る
と
と
も
に
、
品

質
低

下
を
検

知
し
た
際

に
は
所

要
の
通

信
を
迅

速
に
迂

回
さ
せ

る
措

置
（
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
提

案
方

式
で
の
条

件
（
平

成
2
4
年

1
1
月

よ
り

特
例

承
認

）
）

※
R
値

（
R
at
in
g
F
ac
to
r）
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
や

端
末

の
品

質
に
関

す
る
尺

度
（
IT
U
-
T
G
.1
0
7
勧

告
で
定

義
）
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「
総

合
品

質
」
で
規

定
さ
れ

て
い
る
R
値

に
つ

い
て
は
、
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
品

質
」
で
規

定
し
て
い
る
パ
ケ
ッ
ト
損

失
率

と
遅

延
時

間
が
主

た
る
入

力
値

と
し
て

算
定

さ
れ
て
い
る
現

状
に
鑑

み
れ
ば

、
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
品

質
」
の
基

準
値

が
R
値

の
基

準
値

も
実

質
的

に
包

含
し
て
い
る
と
言

え
る
こ
と
か
ら
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク

品
質
の
基
準
を
規
定
す
る
の
み
で
R
値
の
基
準
も
確
保
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

0
A

B
-J

 I
P

電
話

の
品

質
要

件
に

係
る

規
定

の
整

備
～

具
体

的
な

改
正

事
項

①
～

（
１

）
総

合
品

質
に

係
る

規
定

8

○
情

報
通

信
審

議
会

一
部

答
申

（
平

成
2
7
年

９
月

８
日

付
け

）
「
1
.1

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

品
質

及
び

総
合

品
質

の
見

直
し

に
つ

い
て

」

総
合

品
質

に
係

る
基

準
の

う
ち

、
R

値
に

係
る

規
定

を
削

除

【
諮

問
対

象
外

】
事

業
用

電
気

通
信

設
備

規
則

の
細

目
を

定
め

る
件

（
昭

和
6
0
年

郵
政

省
告

示
第

2
2
8
号

）
の

改
正

U
N
I※

1
-
U
N
I間

の
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
を
現
行
の
0
.1
%
以

下
か
ら
0
.5
%
未

満
へ

と
緩

和
す

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

ま
た
、
現

状
で
は
、
IP
網

の
相

互
接

続
が
２
事

業
者

間
で
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
U
N
I-
N
N
I※

2
間

の
パ
ケ
ッ
ト
損

失
率

の
基

準
値

は
、
0.
2
5
%
未

満

へ
と
緩

和
す

る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。

（
２

）
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
品

質
に

係
る

規
定

※
1
U
se
r
-
N
et
w
o
rk

In
te
rf
ac
eの

略
。
事
業
用
電
気

通
信
設
備

と
当

該
設

備
に
接

続
す

る
端

末
設

備
等

と
の
間

の
分

界
点

。

※
2
N
et
w
o
rk

-
N
et
w
o
rk

In
te
rf
ac
eの

略
。
相

互
接

続
を
行

っ
て

い
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
相
互
間
の
分
界
点
。

○
情

報
通

信
審

議
会

一
部

答
申

（
平

成
2
7
年

９
月

８
日

付
け

）
「
1
.1

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

品
質

及
び

総
合

品
質

の
見

直
し

に
つ

い
て

」

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

品
質

に
係

る
基

準
の

う
ち

、
パ

ケ
ッ

ト
損

失
率

に
係

る
規

定
を

、
U

N
I-

U
N

I間
に

つ
い

て
は

「
0
.1

%
以

下
」
か

ら
「
0
.5

%
未

満
」
に

、
U

N
I-

N
N

I間
に

つ
い

て
は

「
0
.0

5
%
以

下
」
か

ら
「
0
.2

5
%
未

満
」
に

、
そ

れ
ぞ

れ
緩

和

【
諮

問
対

象
外

】
事

業
用

電
気

通
信

設
備

規
則

の
細

目
を

定
め

る
件

（
昭

和
6
0
年

郵
政

省
告

示
第

2
2
8
号

）
の

改
正

電
話
端
末

事
業
者
Ａ

IP
網

電
話
端
末

U
N
I

N
N
I

U
N
I

U
N
I-
U
N
Iネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
品

質

U
N
I-
N
N
Iネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
品
質総

合
品

質

事
業

者
Ｂ

IP
網

 
 
8



9
0
A

B
-J

 I
P

電
話

の
品

質
要

件
に

係
る

規
定

の
整

備
～

具
体

的
な

改
正

事
項

②
～

（
３

）
安

定
品

質
に

係
る

規
定

○
情

報
通

信
審

議
会

一
部

答
申

（
平

成
2
7
年

９
月

８
日

付
け

）
「
2
.1

安
定

品
質

要
件

の
具

体
化

」

0
A

B
-
J
 I
P

電
話

の
安

定
品

質
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

に
つ

い
て

、
告

示
で

定
め

る
旨

を
規

定

【
諮

問
対

象
】

事
業

用
電

気
通

信
設

備
規

則
（
昭

和
6
0年

郵
政

省
令

第
3
0
号

）
の

改
正

0
A
B
-J

IP
電

話
の
安

定
品

質
を
確

保
す

る
た
め
の
措

置
及

び
具

体
化

の
手

法
に
つ

い
て
検

討
を
行

っ
た
結

果
、
「
安

定
品

質
要

件
を
確

保
す

る
た
め
の

具
体

的
措

置
」
に
つ

い
て
、
総

務
省

告
示

に
具

体
的

に
記

載
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
要

件
を
明

確
化

す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。

○
情

報
通

信
審

議
会

一
部

答
申

（
平

成
2
7
年

９
月

８
日

付
け

）
「
2
.2

ベ
ス

ト
エ

フ
ォ

ー
ト

回
線

を
用

い
た

0
A

B
-
J
 I
P

電
話

の
品

質
要

件
等

」

ま
た
、
従

来
、
「
安

定
品

質
」
を
確

保
す

る
た
め
の
措

置
と
し
て
運

用
上

認
め
ら
れ
て
き
た
「
音

声
パ
ケ
ッ
ト
の
優

先
制

御
」
や

「
音

声
と
デ

ー
タ
の
帯

域
分

離
」

に
つ

い
て
は
、
安

定
品

質
を
確

保
す

る
具

体
的

措
置

と
し
て
認

め
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
の
結

論
を
得

た
。

提
案

方
式

は
、
通

信
品

質
の
報

告
に
基

づ
く
と
、
安

定
品

質
と
し
て
求

め
ら
れ
る
要

件
を
確

保
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
今

後
も
ベ

ス
ト
エ
フ
ォ
ー

ト
回

線

の
利

用
は
増

加
す

る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本

提
案

方
式

に
よ
る
0
A
B
-
J
IP
電

話
サ
ー

ビ
ス
の
提

供
に
当

た
っ
て
は
、
安

定
品

質
を
確

保
す

る
た
め
の

具
体
的
措
置
と
し
て
、
特
例
承
認
の
際
に
付
し
た
条
件
を
課
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
た
。

0
A

B
-
J
 I
P

電
話

の
安

定
性

を
確

保
の

た
め

、
具

体
的

に
は

、
次

の
い

ず
れ

か
の

措
置

が
必

要
で

あ
る

旨
を

規
定

－
音

声
パ

ケ
ッ

ト
の

優
先

制
御

を
行

う
措

置

－
音

声
と

デ
ー

タ
の

帯
域

分
離

を
行

う
措

置

－
上

記
の

措
置

の
他

に
、

安
定

性
を

確
保

可
能

な
措

置
※

【
諮

問
対

象
外

】
事

業
用

電
気

通
信

設
備

規
則

の
細

目
を

定
め

る
件

（
昭

和
6
0
年

郵
政

省
告

示
第

2
2
8
号

）
の

改
正

※
音

声
パ
ケ
ッ
ト
の
優

先
制

御
、
音

声
と
デ

ー
タ
の
帯

域
分

離
の
い
ず

れ
の
措

置
も

講
じ
ら
れ
な
い
場

合
に
あ
っ
て
、
通
信
品
質
を
常
時
監
視
す
る
と
と
も
に
、
品
質
低
下

を
検

知
し
た
際

に
は

所
要

の
通

信
を
迅

速
に
迂

回
さ
せ

る
措

置
（
ソ
フ
ト
バ

ン
ク

提
案

方
式

で
の
条

件
（
平

成
2
4
年

1
1
月

よ
り
特

例
承

認
）
）
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●
ソ

フ
ト

バ
ン

ク
提

案
方

式
は

、
ベ

ス
ト

エ
フ

ォ
ー

ト
網

で
あ

っ
て

も
、

次
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

に
よ

り
0
A

B
-
J

IP
電

話
の

品
質

要
件

を
満

た
す

こ
と

が
可

能
と

い
う

も
の

。

①
自

社
網

内
の

品
質

測
定

用
サ

ー
バ

と
端

末
設

備
（
T
A

）
と

の
間

の
通

信
品

質
を

常
時

監
視

（
1
0
分

以
下

の
間

隔
で

定
期

的
に

監
視

等
）

②
ふ

く
そ

う
等

に
よ

り
ベ

ス
ト

エ
フ

ォ
ー

ト
回

線
と

し
て

の
N

G
N

の
一

定
以

上
の

品
質

低
下

を
検

知
し

た
際

は
、

代
替

回
線

に
よ

る
迂

回

を
実

施

●
特

例
措

置
に

よ
り

、
上

記
の

条
件

の
下

、
サ

ー
ビ

ス
提

供
を

約
2
年

間
実

施
し

た
と

こ
ろ

特
段

の
問

題
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

こ
と

を

踏
ま

え
る

と
と

も
に

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

安
定

性
を

適
切

に
担

保
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
上

記
の

条
件

に
加

え
て

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

の
余

力
を

把
握

す
る

た
め

の
条

件
（
最

悪
値

、
9
5%

最
悪

値
、

平
均

値
及

び
中

央
値

の
報

告
の

義
務

付
け

）
を

追
加

し
て

、
安

定
品

質
要

件
と

し
て

認
め

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
旨

、
情

報
通

信
審

議
会

か
ら

一
部

答
申

（
平

成
2
7
年

９
月

８
日

付
け

）
。

10
（
参

考
）

ソ
フ

ト
バ

ン
ク

提
案

方
式

に
よ

る
安

定
品

質
の

確
保

に
つ

い
て
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事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
に
定
め
る
品
質
要
件

現
行

の
規
定

今
回
の
一
部
改
正
（案

）

関
係

告
示

に
お

け
る

規
定

関
係

告
示

に
お

け
る

規
定

FA
X
（3
5条

の
9）

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
送
受
信
が
正
常
に
行
え
る
こ
と

（現
行
ど
お
り
）

接
続
品
質

（3
5条

の
10
）

呼
損

率
0.
15
以

下
（国

際
電

話
発

信
は
0.
1以

下
、国

際
電

話
着

信
は
0.
11
以

下
）

（現
行

ど
お
り
）

呼
出
音
の
通
知
ま
で
の
時
間

30
秒
以
下

（現
行
ど
お
り
）

総
合
品
質

（3
5条

の
11
）

端
末
設
備
等
相
互
間
の
平
均
遅
延

詳
細
は

告
示
で
規
定

15
0ミ

リ
秒

未
満

（現
行

ど
お
り
）

（現
行

ど
お
り
）

R
値

※
１

80
を
超
え
る
値

規
定

か
ら
削

除

ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
品

質
（3
5条

の
12
）

U
N
I-
U
N
I間

平
均

遅
延

詳
細
は

告
示
で
規
定

70
ミ
リ
秒

以
下

（現
行

ど
お
り
）

（現
行

ど
お
り
）

平
均

遅
延

の
ゆ
ら
ぎ

20
ミ
リ
秒

以
下

（現
行

ど
お
り
）

パ
ケ
ッ
ト
損

失
率

0.
1%
以

下
0.
5%

未
満

U
N
I-
N
N
I間

平
均

遅
延

詳
細
は

告
示
で
規
定

50
ミ
リ
秒

以
下

（現
行

ど
お
り
）

（現
行

ど
お
り
）

平
均

遅
延

の
ゆ
ら
ぎ

10
ミ
リ
秒

以
下

（現
行

ど
お
り
）

パ
ケ
ッ
ト
損

失
率

0.
05
%
以

下
0.
25
%
未

満

安
定
品
質

（3
5条

の
13
）

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
と
同
等
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る

よ
う
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。※

2

詳
細

は
告

示
で

規
定

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

・音
声
パ
ケ
ッ
トの

優
先
制
御

・音
声
と
デ
ー
タ
の
帯
域
分
離

・上
記
の
他
に
、安

定
性
を
確
保
可
能

な
措

置
（ソ

フ
ト
バ
ン
ク
提

案
方

式
）

電
話
端

末

事
業
者
Ａ

IP
網

電
話

端
末

U
N
I

N
N
I

U
N
I

U
N
I-
U
N
Iネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
品

質

U
N
I-
N
N
Iネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
品
質総

合
品

質

事
業

者
Ｂ

IP
網

※
１
R
a
ti
n
g
 
Fa

c
to
rの

略
。ネ

ッ
トワ

ー
ク
や
端
末

の
品
質

に
関
す
る

品
質
尺
度
。

※
２

具
体

的
な
措

置
と
し
て
、「
音

声
パ
ケ
ッ
ト
の
優

先
制

御
」
ま
た
は

「音
声
と
デ
ー
タ
の
帯
域
分
離
」を

認
め
て
き
た
と
こ
ろ
。

11

諮
問

対
象

諮
問

対
象

外

（
参

考
）

0
A

B
-J

 I
P

電
話

の
品

質
要

件
に

係
る

規
定

の
概

要
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平
成

2
7
年

９
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

公 布 ・ 施 行

答 申
意

見
公

募

12
事

業
用

電
気

通
信

設
備

規
則

の
一

部
改

正
に

係
る

今
後

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル

※
告

示
の
一

部
改

正
に
つ

い
て
も
、
事

業
用

電
気

通
信

設
備

規
則

の
一

部
改

正
と
同

日
に
施

行
予

定

諮 問

9
月

2
9
日

1
1
月

1
0
日

（
予

定
）

（
予

定
）
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○
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
） 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
）  

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

 

（
安
定
品
質
） 

 

第
三
十
五
条
の
十
三 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る

事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
事
業
用
電
気
通
信
設
備
を
介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
が
ア
ナ

ロ
グ
電
話
用
設
備
を
介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
と
同
等
の
安
定
性
が

確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
安
定
品
質
） 

 

第
三
十
五
条
の
十
三 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
は
、
当
該
事
業
用
電
気
通
信
設
備
を

介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
介
し
て
提
供

さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
と
同
等
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
昭
和
六
十
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
二
十
八
号
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
細
目
を
定
め
る
件
） 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）  

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

 

（
総
合
品
質
） 

第
五
条 

規
則
第
三
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
総
合
品
質
の
基
準
は
、I

T
U
-
T
 

G
.
1
1
4

勧
告
に
お
け
る
端
末
設
備
等
相
互
間
の
平
均
遅
延
の
値
を
一
五
〇
ミ
リ
秒
未

満
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

  

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
） 

第
六
条 

規
則
第
三
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
が
維
持
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

 

一 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
（
電
気
通
信

番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
端
末
設

備
等
と
の
間
の
分
界
点
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
端
末
設
備
等
分
界
点
」
と
い

う
。
）
相
互
間
に
お
い
て
は
、I

T
U
-
T
 Y
.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の

平
均
遅
延
時
間
の
値
を
七
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、Y

.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ

ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
揺
ら
ぎ
の
値
を
二
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、Y.

1
5
4
1

（
総
合
品
質
） 

第
五
条 

規
則
第
三
十
五
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
総
合
品
質
の
基
準
は
、I

T
U
-
T
 

G
.
1
0
7

勧
告
に
お
け
る
総
合
音
声
伝
送
品
質
の
値
を
八
〇
を
超
え
る
値
と
し
、G.

1
1
4

勧
告
に
お
け
る
端
末
設
備
等
相
互
間
の
平
均
遅
延
の
値
を
一
五
〇
ミ
リ
秒
未
満
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

（
略
） 

  

（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
） 

第
六
条 

規
則
第
三
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
が
維
持
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。 

 

一 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
（
電
気
通
信

番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
端
末
設

備
等
と
の
間
の
分
界
点
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
端
末
設
備
等
分
界
点
」
と
い

う
。
）
相
互
間
に
お
い
て
は
、I

T
U
-
T
 Y
.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送
の

平
均
遅
延
時
間
の
値
を
七
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、Y

.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ

ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
揺
ら
ぎ
の
値
を
二
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、Y.

1
5
4
1
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勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
の
値
を
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
二 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
他
の
電

気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
）
と
の
間
の
分
界
点
と
端
末
設
備
等

分
界
点
と
の
間
に
お
い
て
は
、I

T
U
-
T
 
Y
.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送

の
平
均
遅
延
時
間
の
値
を
五
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、Y

.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ

ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
揺
ら
ぎ
の
値
を
一
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、

Y
.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
の
値
を
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

（
安
定
品
質
） 

第
七
条 

規
則
第
三
十
五
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
者
が
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

 

一 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す

る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声

伝
送
役
務
が
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
介
し
て
提
供
さ
れ
る
音
声
伝
送
役
務
と

同
等
の
安
定
性
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
措
置 

 
 

イ 

音
声
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
よ
り
伝
送
交
換
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
伝
送
交
換
を
優
先
的
に
実
施
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置 

 
 

ロ 

音
声
の
伝
送
交
換
に
利
用
さ
れ
る
帯
域
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置 

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
の
値
を
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

二 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
他
の
電

気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
限
る
。
）
と
の
間
の
分
界
点
と
端
末
設
備
等

分
界
点
と
の
間
に
お
い
て
は
、I

T
U
-
T
 
Y
.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
転
送

の
平
均
遅
延
時
間
の
値
を
五
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、Y

.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ

ケ
ッ
ト
転
送
の
平
均
遅
延
時
間
の
揺
ら
ぎ
の
値
を
一
〇
ミ
リ
秒
以
下
と
し
、

Y
.
1
5
4
1

勧
告
に
お
け
る
パ
ケ
ッ
ト
損
失
率
の
値
を
〇
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
値
を
算
出
で
き
る
確
率
が
〇
・
九
五
以
上
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  

（
新
設
） 
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二 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
前
号
イ
又
は
ロ

に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
を
介
し
て
音
声
伝
送
役

務
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を

用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措

置 

 
 

イ 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業

用
電
気
通
信
設
備
に
接
続
す
る
端
末
設
備
と
の
間
の
通
信
に
係
る
電
気
通
信

役
務
の
品
質
を
十
分
以
下
ご
と
及
び
発
呼
時
に
監
視
す
る
措
置 

 
 

ロ 

予
備
と
し
て
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
前
号
に
規
定
す
る
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
専
ら
当
該
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に

供
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
予
備
設
備
」
と
い
う
。
）
と

当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に

予
備
設
備
分
界
点
（
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通

信
設
備
と
予
備
設
備
の
う
ち
端
末
設
備
と
の
間
の
分
界
点
を
い
う
。
）
を
複
数

の
地
域
に
分
散
し
て
設
け
る
措
置 

 
 

ハ 

突
発
的
に
ふ
く
そ
う
等
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
り
イ
に
規
定
す
る
品
質
が
急

激
に
低
下
し
規
則
第
三
十
五
条
の
十
に
規
定
す
る
接
続
品
質
、
規
則
第
三
十
五

条
の
十
一
に
規
定
す
る
総
合
品
質
及
び
規
則
第
三
十
五
条
の
十
二
に
規
定
す

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
品
質
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
品
質
基
準
」
と
い
う
。
）

を
満
た
さ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
ふ
く
そ
う
等
の
発
生
し
て
い
な

い
経
路
（
予
備
設
備
分
界
点
及
び
予
備
設
備
を
経
由
す
る
も
の
に
限
る
。
）
へ

迅
速
に
切
り
替
え
る
措
置 

 
 

ニ 

イ
に
規
定
す
る
監
視
の
結
果
、
恒
常
的
に
ふ
く
そ
う
等
が
生
じ
る
こ
と
に
よ

り
イ
に
規
定
す
る
品
質
が
低
下
す
る
傾
向
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
当

該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
接
続
す
る
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端
末
設
備
相
互
間
の
通
信
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
品
質
に
つ
い
て
定
期
的

に
監
視
す
る
措
置 

 
 

ホ 

ニ
に
規
定
す
る
監
視
の
結
果
、
ニ
に
規
定
す
る
品
質
が
品
質
基
準
を
満
た
さ

な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
（
前
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す

る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
予
備
設
備
を
除
く
。
）
を
介
し
て

音
声
伝
送
役
務
を
迅
速
に
提
供
す
る
措
置 

  

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設

備
の
適
用
除
外
） 

第
八
条 

規
則
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
小
規
模
な
事
業
用

電
気
通
信
設
備
は
、
端
末
回
線
を
専
ら
集
線
す
る
た
め
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と

す
る
。 

         

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設

備
の
適
用
除
外
） 

第
七
条 

規
則
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
小
規
模
な
事
業
用

電
気
通
信
設
備
は
、
端
末
回
線
を
専
ら
集
線
す
る
た
め
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
と

す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

17




